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財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

○
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
三
号

環

境

省

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
及

び
第
七
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ハ
、
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
十
八
条
第
三
項
並
び
に
第
三
十

八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

環
境
大
臣

若
林

正
俊

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

大

蔵

省
、
厚

生

省
、

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
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令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
又
は
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
商
品
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
平
成
九
年
」
を
「
平
成
二
十
年
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
量
」
の
下
に
「
か
ら
同
項
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
量
（
当
該
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）
を
控
除
し
て
得
た
量
」
を
加
え
、
「
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
」
を
「

一
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
控
除
し
て
得
た
率
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
主
回
収
の
認
定
に
係
る
報
告
）

第
二
十
条
の
二

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
特
定
容
器
又
は
特
定
包
装
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
定
に
係
る
特
定
容
器
若
し
く
は
特
定
包
装
を
用
い
た
量
又
は
認
定
に
係
る
特
定
容
器
を
販
売
し
た
量

二

認
定
に
係
る
特
定
容
器
又
は
特
定
包
装
を
自
ら
回
収
し
、
又
は
他
の
者
に
委
託
し
て
回
収
し
た
量

第
二
十
九
条
中
「
用
い
る
者
（
主
務
大
臣
が
認
め
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
容
器
包
装
多
量
利
用
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事
業
者
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
中
「
と
す
る
。
」
の
下
に
「
た
だ
し
、
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

か
、
前
年
度
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
」
を
加
え
、
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

容
器
包
装
を
用
い
た
量

二

法
第
七
条
の
四
に
規
定
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
き
実
施
し
た
取
組
そ
の
他
の
容
器
包
装
の
使
用
の

合
理
化
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果

三

売
上
高
、
店
舗
面
積
そ
の
他
の
当
該
容
器
包
装
を
用
い
た
量
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
値

四

容
器
包
装
の
使
用
原
単
位
（
第
一
号
に
掲
げ
る
量
を
前
号
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る

た
め
に
取
り
組
ん
だ
措
置
の
実
施
の
状
況
そ
の
他
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制

の
促
進
の
状
況
に
関
す
る
事
項

別
表
第
一
の
七
の
項
中
「
又
は
し
ょ
う
ゆ
」
を
「
、
し
ょ
う
ゆ
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
商
品
」
に
改
め
る
。

一
○
○
分
の
一
〇
〇

一
○
○
分
の
〇

「

「
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一
○
○
分
の
八
〇

一
○
○
分
の
一
五

一
○
○
分
の
七
五

一
○
○
分
の
二
五

一
○
○
分
の
六
〇

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
一
〇
〇

一
○
○
分
の
〇

一
○
○
分
の
八
五

一
○
○
分
の
二
五

一
○
○
分
の
九
〇

一
○
○
分
の
五

一
○
○
分
の
六
〇

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
六
〇

一
○
○
分
の
二
五

一
○
○
分
の
七
五

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
一
〇
〇

一
○
○
分
の
〇

一
○
○
分
の
三
〇

一
○
○
分
の
七
五

一
○
○
分
の
一
〇
〇

一
○
○
分
の
〇

一
○
○
分
の
一
〇
〇

一
○
○
分
の
〇
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一
○
○
分
の
七
五

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
六
〇

一
○
○
分
の
五
〇

一
○
○
分
の
九
〇

一
○
○
分
の
一
〇

一
○
○
分
の
九
〇

一
○
○
分
の
五

別
表
第
三
中

一
○
○
分
の
八
〇

を

一
○
○
分
の
一
五

に
改
め
る
。

一
○
○
分
の
七
〇

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
九
〇

一
○
○
分
の
一
〇

一
○
○
分
の
九
五

一
○
○
分
の
五

一
○
○
分
の
六
五

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
九
五

一
○
○
分
の
五

一
○
○
分
の
七
五

一
○
○
分
の
二
五

一
○
○
分
の
五
〇

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
八
五

一
○
○
分
の
一
五
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一
○
○
分
の
八
五

一
○
○
分
の
一
五

一
○
○
分
の
八
〇

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
八
〇

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
八
〇

一
○
○
分
の
二
五

一
○
○
分
の
八
五

一
○
○
分
の
二
〇

一
○
○
分
の
九
〇

一
○
○
分
の
一
〇

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
五
五

一
○
○
分
の
九
五

一
○
○
分
の
一
〇

一
○
○
分
の
九
五

一
○
○
分
の
五

」

」

一
○
○
分
の
四
〇

一
○
○
分
の
六
〇

別
表
第
三
の
二
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
分
別
基
準
適
合
物
の
項
中
「
一
〇
〇
分
の
七
〇
」
を
「
一
〇
〇
分
の
三
〇
」
に

改
め
、
同
表
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分
別
基
準
適
合
物
の
項
中
「
一
〇
〇
分
の
六
五
」
を
「
一
〇
〇
分
の
二
五
」
に
改
め

る
。
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別
表
第
五
の
特
定
容
器
利
用
事
業
者
の
項
第
四
号
中
「
同
項
第
三
号
」
の
下
に
「
イ
及
び
ロ
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「

の
規
定
に
よ
り
２
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
、
「
６
」
を
「
７
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
２
に
掲
げ
る
量
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（
当
該
量

を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）

別
表
第
五
の
特
定
容
器
製
造
等
事
業
者
の
項
第
四
号
中
「
同
項
第
三
号
」
の
下
に
「
イ
及
び
ロ
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中

「
の
規
定
に
よ
り
２
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
、
「
６
」
を
「
７
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら

第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
２
に
掲
げ
る
量
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（
当

該
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）

別
表
第
五
の
特
定
包
装
利
用
事
業
者
の
項
第
四
号
中
「
同
項
第
三
号
」
の
下
に
「
イ
及
び
ロ
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
中
「

の
規
定
に
よ
り
２
」
を
「
第
三
号
イ
」
に
、
「
６
」
を
「
７
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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５

第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
２
に
掲
げ
る
量
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
量
（

当
該
量
を
算
定
で
き
な
い
場
合
は
零
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
四
条
第
五
号
及
び
別
表
第
一
の
七
の
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規

こ
の
省
令
の
施
行
前
に

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再

再
商
品
化
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の


